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   対馬市告示第129号 

    令和３年第４回対馬市議会定例会を次のとおり招集する 

       令和３年11月22日 

                               対馬市長 比田勝尚喜 

   １ 期 日  令和３年12月７日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          黒田 昭雄君 

初村 久藏君                 

 

   ○12月８日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          黒田 昭雄君 

初村 久藏君                 

 

   ○12月９日に応招した議員 
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糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          黒田 昭雄君 

初村 久藏君                 

 

   ○12月10日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小島 德重君          小田 昭人君 

波田 政和君          小宮 教義君 

上野洋次郎君          大浦 孝司君 

作元 義文君          黒田 昭雄君 

初村 久藏君                 

 

   ○12月21日に応招した議員 

糸瀬 雅之君          陶山荘太郎君 

神宮 保夫君          島居 真吾君 

坂本 充弘君          伊原  徹君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

脇本 啓喜君          春田 新一君 

小田 昭人君          波田 政和君 

小宮 教義君          上野洋次郎君 

大浦 孝司君          作元 義文君 
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黒田 昭雄君          初村 久藏君 

 

   ○12月21日に応招しなかった議員 

小島 德重君                 
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令和３年 第４回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           令和３年12月７日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       令和３年12月７日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 認定第１号 令和２年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第９ 認定第２号 令和２年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

    日程第10 認定第３号 令和２年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第11 認定第４号 令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第12 認定第５号 令和２年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第13 認定第６号 令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第14 認定第７号 令和２年度対馬市集落排水施設特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第15 認定第８号 令和２年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第16 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度対馬市

一般会計補正予算（第８号）） 

    日程第17 議案第51号 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第９号） 

    日程第18 議案第52号 令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号） 

    日程第19 議案第53号 令和３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
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    日程第20 議案第54号 令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    日程第21 議案第55号 令和３年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第22 議案第56号 令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第23 議案第57号 令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号） 

    日程第24 議案第58号 対馬市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第59号 対馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第60号 対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第61号 対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 

    日程第28 議案第62号 対馬市体育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第29 議案第63号 対馬市パークゴルフ場条例の一部を改正する条例 

    日程第30 議案第64号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第31 議案第65号 対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例 

    日程第32 議案第66号 対馬市移住・定住促進住宅条例の一部を改正する条例 

    日程第33 議案第67号 対馬市厳原自動車教習場の指定管理者の指定について 

    日程第34 議案第68号 対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館の指定管理者の

指定について 

    日程第35 議案第69号 対馬市パークゴルフ場の指定管理者の指定について 

    日程第36 議案第70号 対馬市ファミリーパークの指定管理者の指定について 

    日程第37 議案第71号 対馬市温泉施設の指定管理者の指定について 

    日程第38 議案第72号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第39 議案第73号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第40 議案第74号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第41 議案第75号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （伊奈地区） 

    日程第42 議案第76号 港湾区域内公有水面の埋立てについて（根緒漁港） 

    日程第43 発委第２号 対馬市議会委員会条例及び対馬市議会政務活動費の交付に

関する条例の一部を改正する条例 
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本日の会議に付した事件 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第６ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 認定第１号 令和２年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定について 

    日程第９ 認定第２号 令和２年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

    日程第10 認定第３号 令和２年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第11 認定第４号 令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

    日程第12 認定第５号 令和２年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

    日程第13 認定第６号 令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

    日程第14 認定第７号 令和２年度対馬市集落排水施設特別会計歳入歳出決算の認

定について 

    日程第15 認定第８号 令和２年度対馬市水道事業会計決算の認定について 

    日程第16 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度対馬市

一般会計補正予算（第８号）） 

    日程第17 議案第51号 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第９号） 

    日程第18 議案第52号 令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号） 

    日程第19 議案第53号 令和３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第20 議案第54号 令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

    日程第21 議案第55号 令和３年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

    日程第22 議案第56号 令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第

１号） 

    日程第23 議案第57号 令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号） 
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    日程第24 議案第58号 対馬市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第59号 対馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第60号 対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

    日程第27 議案第61号 対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例 

    日程第28 議案第62号 対馬市体育施設条例の一部を改正する条例 

    日程第29 議案第63号 対馬市パークゴルフ場条例の一部を改正する条例 

    日程第30 議案第64号 対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

    日程第31 議案第65号 対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例 

    日程第32 議案第66号 対馬市移住・定住促進住宅条例の一部を改正する条例 

    日程第33 議案第67号 対馬市厳原自動車教習場の指定管理者の指定について 

    日程第34 議案第68号 対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館の指定管理者の

指定について 

    日程第35 議案第69号 対馬市パークゴルフ場の指定管理者の指定について 

    日程第36 議案第70号 対馬市ファミリーパークの指定管理者の指定について 

    日程第37 議案第71号 対馬市温泉施設の指定管理者の指定について 

    日程第38 議案第72号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第39 議案第73号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第40 議案第74号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （鴨居瀬地区） 

    日程第41 議案第75号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 

               （伊奈地区） 

    日程第42 議案第76号 港湾区域内公有水面の埋立てについて（根緒漁港） 

    日程第43 発委第２号 対馬市議会委員会条例及び対馬市議会政務活動費の交付に

関する条例の一部を改正する条例 

 

出席議員（19名） 

１番 糸瀬 雅之君       ２番 陶山荘太郎君 

３番 神宮 保夫君       ４番 島居 真吾君 

５番 坂本 充弘君       ６番 伊原  徹君 

７番 入江 有紀君       ８番 船越 洋一君 
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９番 脇本 啓喜君       10番 春田 新一君 

11番 小島 德重君       12番 小田 昭人君 

13番 波田 政和君       14番 小宮 教義君 

15番 上野洋次郎君       16番 大浦 孝司君 

17番 作元 義文君       18番 黒田 昭雄君 

19番 初村 久藏君                 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      國分 幸和君  次長     平間 博文君 

課長補佐    柚谷 智之君  係長     犬束 興樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  比田勝尚喜君 

副市長  俵  輝孝君 

教育長  永留 和博君 

総務課長（選挙管理委員会事務局書記長）  桐谷 和孝君 

しまづくり推進部長  伊賀 敏治君 

観光交流商工部長  村井 英哉君 

市民生活部長  二宮 照幸君 

福祉保険部長  乙成 一也君 

健康づくり推進部長  松井 惠夫君 

農林水産部長  黒岩 慶有君 

建設部長  佐々木雅仁君 

水道局長  立花 大功君 

教育部長  八島 誠治君 

中対馬振興部長  波田 安徳君 

上対馬振興部長  森山 忠昭君 

美津島行政サービスセンター所長  瀧川 昌浩君 
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峰行政サービスセンター所長  藤原 亘宏君 

上県行政サービスセンター所長  原田 勝彦君 

消防長  主藤 庄司君 

会計管理者  阿比留 裕君 

監査委員事務局長  内山  歩君 

農業委員会事務局長  主藤 公康君 

 

午前10時00分開会 

○議長（初村 久苹君）  おはようございます。 

 報告します。総務部長、木寺裕也君から欠席の申出があっております。 

 ただいまから、令和３年第４回対馬市議会定例会を開会します。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、議場の換気のため出入口を開放して会議を運

営することとします。 

 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（初村 久苹君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、小島德重君及び小田昭人君を指名いた

します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（初村 久苹君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、配付しております会期日程案のとおり、本日から１２月

２１日までの１５日間とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。会期は、本日から１２月２１日までの１５日間と

決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 第３回定例会終了後以降の議長の行動等は、配付しております庶務報告書のとおりであります。

例年実施しています対馬市と対馬市議会の共同による県知事への要望につきましては、１１月
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１日に要望活動を行っております。 

 もう一点、報告いたします。 

 地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、議会の議決により指定された２割以内の契約金

額の変更４件の専決処分の報告があっております。タブレットに掲載しておりますので御高覧く

ださい。 

 以上、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申出があっておりますので、これを許可します。市長、比田勝尚喜君。 

○市長（比田勝 尚喜君）  おはようございます。本日ここに、令和３年第４回対馬市議会定例会

を招集いたしましたところ、議員の皆様には御健勝にて御出席賜り、衷心より御礼申し上げます。 

 初めに、去る１０月２６日、眞子内親王殿下と小室圭さんが御結婚されました。お二人の末永

い御健勝と、今後ますますの御多幸をお祈り申し上げます。 

 本市における新型コロナワクチン接種につきましては、希望する１２歳以上の方々への接種を

１１月末までに完了できるよう取り組んできたところでございます。 

 １１月３０日現在の接種状況でございますが、１２歳以上の対象者２万７,１８９人のうち、

１回目の接種終了者は２万３,９５６人、接種率８８.１％、２回目の接種終了者は２万

３,７５５人、接種率８７.４％となっており、ほぼ目標どおりにできたのではないかと考えてお

ります。 

 次に、追加接種についてでございます。 

 昨日、首相が所信表明で３回目ワクチン接種の前倒しを表明したところではございますが、現

時点で対馬市は、原則８か月以上経過した１８歳以上の方を対象に実施する方向で進めておりま

す。 

 追加接種の大まかなスケジュールでございますが、医療従事者等は本年１２月後半から、高齢

者は来年２月、一般の方は３月頃より接種開始予定としております。また、必要となる接種券に

つきましては、２回目接種完了から８か月以上経過した方から、順次発送予定としております。 

 接種方法は、１回目、２回目の接種と同様に医療機関での個別接種、体育館等での集団接種、

高齢者施設等での巡回接種を予定しております。 

 なお、追加接種の実施期間は厚生労働大臣指示により、令和４年９月３０日までとされており、

接種に係る費用は全額公費負担となっております。 

 詳細につきましては、現在、病院など関係機関と調整中であり、決定次第、市ホームページ等
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でお知らせいたします。 

 現在、日本国内では感染者は急速に減少し落ち着いている状況ではありますが、世界では感染

の再拡大が見られる国もあり、また新たな変異ウイルス、オミクロン株の世界的拡大が伝えられ

ております。 

 引き続き、市民の皆様におかれましては、マスクの着用、丁寧な手洗いの励行、３密の回避な

どを徹底していただき、一人一人の慎重な行動で感染予防、感染拡大防止に御協力をお願いいた

します。 

 それでは、９月定例会以降、本日までの主な事項につきまして御報告を申し上げます。 

 まず、しまづくり推進部の関係でございますけれども、１０月１０日に対馬高校において、対

馬グローカル大学高校生ゼミの発表会が行われました。 

 これは、全６回で実施しました高校生ゼミでの取組について、「私のＳＤＧｓアクションプラ

ン」と題して、高校生の視点で感じた様々な分野における対馬の問題点や、あるべき姿を拝聴し、

私も共感する部分が多く、どれも未来への希望や将来性が感じられる大変すばらしいプランでご

ざいました。 

 提案を行った生徒の皆さんは、来年３月に対馬を離れるということですが、対馬の将来像を思

い描くことで、それぞれの立場で、ふるさと対馬に対する明確な目標ができたのではないかと思

っております。 

 この発表会を続けることで、持続可能な次世代を担う人材育成の一翼を担う場となることを期

待するものであります。 

 次に、観光交流商工部の関係であります。 

 令和２年度より開設改修工事及び展示制作を進めておりました対馬朝鮮通信使歴史館が、去る

１０月３０日に開館いたしました。 

 開館日及び翌日の３１日は市民の観覧を無料とし、２日間で延べ４００名を超える来館者があ

るなど、盛況なものとなり、来館者からうれしいお声をたくさん頂きました。 

 この歴史館は、平成３０年より実施しております朝鮮通信使によるまちづくり事業のモットー

である「朝鮮通信使といえば対馬」を象徴する施設として、市民の郷土学習支援及び観光客誘客

につなげる施設でございます。 

 歴史館は、市役所本庁舎と万松院の中間地点に位置し、今後は来春開館予定の対馬博物館、万

松院、金石城庭園など金石城史跡周辺施設と連携し観光振興に活用いたします。 

 次に、市民生活部の関係であります。 

 去る９月２７日、長崎県環境保全協会及び長崎県環境整備事業協同組合と対馬市の三者で、災

害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定を締結いたしました。 
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 これは、台風・豪雨等の災害により発生する、し尿・浄化槽汚泥・生活ごみなどの撤去及び収

集・運搬等に関して、県内の民間廃棄物事業者団体の御協力をいただき、迅速かつ円滑な災害復

旧を行うことを目的に、協力体制について定めたものでございます。 

 今回の協定締結は、離島である本市の災害復旧における対策強化につながるものと考えており

ます。 

 以上が行政報告であります。 

 本定例会において御審議願います案件でございますが、予算に係る専決処分の承認１件、令和

３年度一般会計ほか補正予算案件６件、条例の一部改正９件、公の施設の指定管理者の指定５件、

新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更４件、漁港区域内公有水面の埋立て１件、合わせて

２７件について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、提案の際、担当部長から説明を行いますので、慎重に御審議の上、適正

なる御決定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、開会にあたっての挨拶といたします。 

○議長（初村 久苹君）  以上で行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第５、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  おはようございます。 

 それでは、総務文教常任委員会の所管事務調査報告を行います。 

 令和３年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告いたします。 

 本委員会は、令和３年１１月２６日に、閉校となった学校施設の利活用状況等について、所管

事務調査を行いました。 

 当日は、しまづくり推進部から一宮次長、財部政策企画課長、西川課長補佐及び小島係長、教

育委員会事務局から八島教育部長、庄司教育総務課長、山下主任に出席をいただき、ふるさとづ

くり「佐護笑楽校」及び旧対馬市立浅海中学校において説明を受けました。 

 上県町佐護北里にある、ふるさとづくり「佐護笑楽校」は、平成２５年３月に閉校した旧対馬

市立佐護小学校を利活用し、令和３年４月末から非営利型の株式会社対馬地球大学と地区住民が

一体となって運営しています。鉄筋コンクリート造り２階建ての校舎を一部改修し、交流サロン

やキッズスペース、セミナールームなど、地域住民の交流拠点施設として整備、また、２階の音
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楽室を食堂に改装し、さごんキッチンとして６月からオープン、地元産の野菜や魚介類を使った

ランチや弁当を提供しています。 

 今後は、同施設を一部改修して、中長期滞在できる簡易宿泊施設の計画を進めており、早期

オープンを目指しているとの説明がありました。 

 地域住民が主役となり、閉校した学校施設を活用し、交流拠点施設として進めている佐護笑楽

校の取組は、地域づくり活動へとつながっていく一つの先進事例であり、この流れが継続そして

波及していくよう、本市における地域マネージャー制度の役割及び行政サポートは必要不可欠で

あると考えます。 

 次に、美津島町小船越にある旧対馬市立浅海中学校は、昭和５９年に開校、令和２年３月に閉

校した学校であります。 

 現在、校舎内に残っている机や椅子、各種の教材道具等について、担当部局において備品整理

の準備を進めており、今後は、学校及び市役所照会による必要備品の配分等を経て、市民向けに

競売を行うとの説明がありました。 

 学校統合に伴い閉校となる小中学校は今後も出てくることから、学校備品の整理については、

スケジュールを立てて計画的に進めていく必要があります。また、年数の経過に伴い、備品によ

っては処分の必要性も出てくることから、今後の備品整理については、民間委託も視野に入れて

検討していく必要があると考えます。 

 廃校施設については、貴重な財産と捉えて、地域の実情やニーズを踏まえながら有効活用でき

るよう、今後は利活用を検討している事業者等に対し、廃校物件の情報を提供し活用用途を募集

するなど、あらゆる可能性を模索しながら取り組まれることを望むものであります。 

 以上で、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第６、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 厚生常任委員長、小田昭人君。 

○議員（１２番 小田 昭人君）  おはようございます。厚生常任委員会の所管事務調査報告を行

います。 

 令和３年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中
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の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告いたします。 

 本委員会は、令和３年１０月２６日に、全委員出席の下、地域循環システム推進事業、し尿処

理施設の現状及びごみ処理施設の現状について、現地調査を行いました。 

 当日は、まず、午後１時４０分から美津島町根緒にあります生ごみ等堆肥化施設内において、

担当部長及び担当課長等の同行を求め、説明を受けました。 

 この施設は、生ごみ等堆肥化のため、生ごみ等を回収しリサイクルすることで、一般廃棄物処

理施設への持込み量を減少させ負担軽減を図るとともに、二酸化炭素の排出削減を図ることを目

的に、総事業費１億５,７３０万９,０００円で平成２６年１０月着工、平成２７年３月に竣工し、

現在に至っています。 

 令和２年度の生ごみの回収実績は、一般家庭全１万４,７３１世帯のうち２,０５１世帯、

４６事業所で３４２.７トンの回収量で、堆肥化は５１.３トンとなっています。生ごみ堆肥の利

用実績は４０.７トンで販売実績はなく、農業従事者等に無料で試験的に利用されています。 

 また、生ごみ堆肥は１１月１０日現在、トン袋で７袋が倉庫に保管されている状況であります。 

 次に、隣地にあります汚泥再生処理センター厳美清華苑を視察し、説明を受けました。 

 当施設は、平成１４年３月から稼働し、築１９年となります。施設は、膜分離高負荷脱窒素処

理方式と発酵方式で、処理能力は１日６０キロリットルで、処理水は水質基準を満たし、海へ放

流されています。過去には１日の処理能力を超える量をくみ取業者が搬入し、過剰稼働となり施

設が故障したり、豊玉町志多浦にあります対馬中部クリーンセンターへ移送していましたが、現

在は、１日の処理能力６０キロリットルを８１キロリットルにする増量工事も行われ、安定した

施設の運営がなされているとの説明がありました。 

 堆肥については、汚泥を処理する段階で副産物として発生することから、どうしても処理する

必要があるとのことで、堆肥の在庫数は、令和３年３月末現在で１袋１２キログラムで２万

９,５４５袋が施設の敷地内で保管されている状況であります。また、堆肥販売実績は令和２年

度で２,６５３袋、２９万１,８３０円となっています。 

 今定例会で「販売」を「無償で提供」に改める条例改正案が提出される予定ですが、条例案が

可決成立した際には、多くの農業従事者等に対して堆肥が無償で提供され、有効活用されること

を期待します。 

 最後に、厳原町安神にありますごみ処理施設対馬クリーンセンターを視察し、説明を受けまし

た。 

 この施設は、稼働以来１７年が経過し、現在に至っています。焼却施設のごみ搬入量は、令和

２年度で可燃ごみが一番多く８,２７２トン、その他、約１０種類で総搬入量が１万２,１５２ト
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ンとなっています。 

 瓶、ペットボトルについては、容器包装リサイクル協会が有料で引き取り、段ボール、古紙、

アルミ缶、鉄くず等については海上輸送し、有料でリサイクル業者が引き取っています。令和

２年度の引取り量は１,２５６トンで、引取り金額にして７２６万３,２６７円となっています。 

 また、焼却不燃残渣は施設の隣地にあります最終処分場で埋め立てられ、令和３２年度まで埋

立てが可能との説明がありました。 

 視察終了後、対馬クリーンセンター２階会議室で委員会を開催し、委員から、特に、生ごみ等

堆肥化施設に関する意見が続出しました。過去に全世帯を対象に生ごみ等堆肥化に関するアン

ケート調査を実施したが、日常生活に密接に関係するアンケート調査にも関わらず、回収率は約

２割程度と極めて低い。なぜこの事業を実施するのか、なぜ必要なのかをしっかりと市民に説明

しなければならない。また、事業開始以来、今日まで生ごみ堆肥の販売実績もないことから、費

用対効果を考慮した場合、事業の見直しも必要であるとの厳しい意見がありました。 

 なお、生ごみ堆肥は特殊肥料として長崎県に登録の届出を提出し、１０月２１日に受理されて

おります。農業従事者等が有効活用されるかどうか、今後二、三年間注視したいと思います。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（初村 久苹君）  日程第７、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  おはようございます。それでは、産業建設常任委員会の審査報

告をいたします。 

 令和３年第２回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条第１項の規定により、閉会中

の所管事務調査の承認を得ておりました本委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条

の規定により報告をいたします。 

 本委員会は、令和３年１０月１３日、全委員出席の下、水産物の６次産業化と加工品開発の取

組、地域商社による島内外への流通体制、販路拡大、地元雇用の現状について所管事務調査を行

いました。 

 まず、上対馬町泉にあります株式会社ジャパンシーフーズの工場内の加工状況の現地視察をい
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たしました。その後、意見交換を行いました。 

 初めに、当工場の井上会長より、会社概要と事業内容の説明を受けました。２０１３年７月に

上対馬町泉に対馬工場を稼働しました。同工場ではＣＡＳ凍結機と超低温冷凍庫を備えており、

これは海外展開を視野に入れた同社がＭ＆Ａで買い取ったものです。そうした凍結技術が「うま

かあじたたき」の商品開発にも大きく寄与したと思っています。例えば、マイナス４５℃以下で

一気に凍結することで、鮮度を保ったまま長期保存を可能にすると同時に、マイナス２５℃で

２４時間以上保管することによって寄生虫を死滅させることで、おいしさと安全性を確保できま

す。こうして２０１７年に完成した「うまかあじたたき」は、２０１８年から対馬工場で製造さ

れ、オンラインショップ、鯵本舗や百貨店などでの催事を通じて、全国各地にファンを増やし続

けています。 

 ２０１３年に夢と希望を携えて乗り込んだ対馬は、漁場としての魅力に加え、その足元で商品

を生み出すことは、付加価値の高いものづくりが期待できるとともに、地域の水産業や対馬の振

興にも役立てるとの思いもありましたとの説明を受けました。 

 次に、委員から２点質問がありました。まず１点目に、対馬近海の原材料を使用されていない

ようだがとの質問では、アナゴについては週３０トンから４０トンぐらい、対馬で取れたアナゴ

を使用して加工していましたが、年間を通じて原材料を安定して仕入れることができないので、

現在は使用していません。また、大型船からの荷上げ場施設や市場等が整っていないため、対馬

近海の原材料が仕入れられないのが現状ですとの説明を受けました。 

 次に、２点目に、上対馬町地域における雇用創出に大きく貢献されていますが、雇用の状況を

教えてほしいとの質問では、対馬市は地元に若者が好む産業がなく、高校卒業者の９割が島を出

ていく状況で、島の人口は加速度的に減少しています。そのような状況で毎年１名以上の高卒者

及び３名以上の中途採用、パート社員を採用し、特に雇用の少ない北部地域の雇用創出を心がけ

ています。現在では、島内雇用者は４０名を維持していますとの説明を受けました。 

 最後に委員から、先ほど工場内を見学させていただいた中でＣＡＳ凍結機、超低温冷凍庫が何

基も備えてありますが、電気代も高いと思います。有人国境離島法等を活用して１割でも２割で

も電気代が安くなるよう我々も調べてみたいと思いますとの意見が出ました。 

 次に、豊玉町貝鮒に建設されました一般財団法人対馬地域商社の現地視察を行いました。現地

では地域商社の堀統括部長から加工施設の作業工程等の説明を受けました。 

 委員から、大型加工場であるが使っていない加工室が見受けられるという質問がありました。

これに対し、年間を通じて原材料の仕入れが安定しないのが現状であり、今後、近隣漁協及び漁

業者との協議を進め、安定的な原材料の確保に努めてまいりますとの説明を受けました。 

 次に、対馬市役所豊玉庁舎に移動して、農林水産部から黒岩部長、平川課長、原主任、地域商
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社から國分理事長、堀統括部長に出席を求め、所管事務調査を行いました。 

 今回の調査では、水産加工品開発と販路、販売促進、ふるさと納税返礼品の実績、対馬地域商

社と、とよたま物産展との連携と今後の課題についてを調査しました。 

 加工品開発については主力３魚種（アジ、ヤリイカ、アナゴ）のほか、スルメ、イカ、マグロ、

カマス、サバ等、多種多様な魚種について消費者ニーズに合った商品開発に努め、さらなる商品

力の強化につなげます。 

 販路拡大については、関西、関東方面での商談会や対馬産品フェアを積極的に実施するなどＰ

Ｒを図り、新規販路の開拓へとつなげていきます。 

 販売促進については、既存の取引先に加え販売先を開拓し、ネットショップを活用した非対面

式販売へとシフトするとともに、関係団体等が運営する長崎県産品を取り扱うネットショップや

ＳＮＳ等を活用することにより販売促進を図り、販売額の増加を目指しますとの説明を受けまし

た。 

 次に、ふるさと納税返礼品実績については、売上げ額が安定するよう島内他社製品との組合せ

を企画し、対馬の特性を生かした魅力ある商品の選定やバリエーション豊富な品ぞろえで、多く

の返礼品の中から選択していただけるよう取組を進めてまいります。 

 対馬地域商社と、とよたま物産店との連携と今後の課題については、地域商社の直売店として

自社製品のほか、島内の地元産品の取扱いを順次拡充しています。今後の取組として、加工場、

製造販売と合わせて一定の売上げを確保するとともに、地域商社の機能を拡充するために店舗の

拡大、飲食や観光案内設備を付加した道の駅のような機能化も視野に入れながら、今後の事業展

開を検討していきます。 

 課題として、対馬観光物産協会との連携による島内産品の集約化や都市圏への販売及び情報発

信が必要とされています。また、島内商品においては、他社水産加工品や農林産品、酒類等の取

扱いの拡充も必要でありますとの説明を受けました。 

 委員からの意見として、対馬近海の原材料が安定して仕入れられないのがネックになっている

ようなので、年間を通じて原材料が安定的に確保できれば雇用も生まれると思う。陸上と海上を

つなぐ商社づくりに取り組んでほしい。また、とよたま物産店との連携については、店舗の位置

も今後検討されて、道の駅のような店舗の拡大を計画してほしい。また、今回の所管事務調査で、

対馬近海の原材料が安定して確保できないのは、大型船からの荷揚げ場施設が整っておらず、市

場的な機能を持つ施設がないことが大きな要因のようである等の意見が出ました。 

 以上で、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  これで質疑を終わります。 

 次に、９月定例会において閉会中の継続審査事件として決算審査特別委員会及び各常任委員会

に付託しておりました令和２年度各会計の決算の認定については、審査報告書の提出があってお

ります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．認定第１号 

○議長（初村 久苹君）  日程第８、認定第１号、令和２年度対馬市一般会計歳入歳出決算の認定

についてを議題とします。 

 決算審査特別委員長の審査報告を求めます。決算審査特別委員長、入江有紀君。 

○議員（７番 入江 有紀君）  おはようございます。それでは、決算審査特別委員会の審査報告

を行います。 

 令和３年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託さ

れました閉会中の継続審査としておりました認定第１号、令和２年度対馬市一般会計歳入歳出決

算の認定については、審査の結果、賛成多数により、原案のとおり認定すべきものと決定いたし

ましたので、同規則第１１０条の規定により報告いたします。 

 本委員会は、令和３年１０月６日から８日までの３日間にわたり、対馬市議会議場において、

各担当部長、課長などの出席を求め、詳細にわたり説明を受けながら、慎重に審査を行いました。 

 令和２年度の一般会計決算について、歳入総額は、３６４億１,４４４万１,０００円で、前年

度と比較すると３４億３,４１６万円、率にして１０.４％の増であります。 

 また、歳出総額は、３５４億３,１７９万１,０００円で、前年度と比較すると３６億４７２万

２,０００円、率にして１１.３％の増であります。歳入歳出ともに大幅な増となっていますが、

その主な要因は、新型コロナウイルス感染対策事業の増加によるものであります。 

 歳入の構成比は、自主財源の柱である市税の占める割合は８.２％で、前年度と比較すると

１ポイントの減となっており、本市の財政状況は依然として自主財源に乏しい構造が続いており

ます。本市の貴重な財源である税収入を確保するため、また、税負担の公平性の観点からも、滞

納の早期解決を図るなど、引き続き市税の徴収強化に努めていくことが重要であります。 

 歳出の構成比は、人件費、扶助費及び公債費のいわゆる義務的経費の占める割合は３６.９％

で、前年度より３.４ポイントの減であります。また、普通建設事業費や災害復旧事業費の投資

的経費の占める割合は１９.７％で、前年度より５.２ポイントの減となっております。 

 なお、新型コロナウイルス感染対策事業の増加により、補助費などの占める割合は２２.６％

で、前年度より９ポイントの増となっております。 
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 最後に、決算審査においての指摘事項や意見などについては、各部署において十分に検証・検

討され、最小の経費で最大の効果が得られるよう、経済性、効率性、有効性を常に意識した事業

の執行に努められたい。また、大変厳しい財政状況ではありますが、新型コロナウイルスによる

経済の低迷など社会情勢の変化を的確に把握され、事業の優先度、緊急度を精査するとともに、

財源の確保に一層の創意工夫を凝らし、さらなる市民の福祉向上と市政の発展を図るため、市長

をはじめ職員一丸となって今後の行政運営に取り組まれることを強く要望いたします。 

 以上で、決算審査特別委員会の審査報告といたします。 

○議長（初村 久苹君）  報告が終わりました。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから、討論、採決を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。この採決は起立によって行います。 

 認定第１号に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（初村 久苹君）  起立多数です。認定第１号は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．認定第２号 

日程第１０．認定第３号 

日程第１１．認定第４号 

日程第１２．認定第５号 

日程第１３．認定第６号 

日程第１４．認定第７号 

日程第１５．認定第８号 

○議長（初村 久苹君）  日程第９、認定第２号、令和２年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算

の認定についてから、日程第１５号、認定第８号、令和２年度対馬市水道事業会計決算の認定に

ついてまでの７件を一括議題とします。 

 各常任委員長の報告を求めます。総務文教常任委員長、上野洋次郎君。 

○議員（１５番 上野 洋次郎君）  それでは、総務文教常任委員会の審査報告を行います。 
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 令和３年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託され、閉会中の継続審査としておりました認定第６号、令和２年度対馬市旅客定期航路事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、その審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定によ

り、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、１０月６日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、中対馬振興部長及び地

域振興課長の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 令和２年度対馬市旅客定期航路事業特別会計の歳入に係る決算額は４,８４９万円で、主な内

訳は、１款事業収入は、旅客運賃、貨物運賃合わせて９７万５,０００円、２款国庫支出金は、

赤字航路事業に対する国庫補助金１,５０３万７,０００円、３款県支出金は、赤字航路事業に対

する県補助金７３８万９,０００円、４款繰入金は、一般会計からの繰入金２,４９６万

７,０００円であります。 

 次に、歳出に係る決算額は４,８３９万円で、主な内訳は、１款総務費は、給料、職員手当等

の人件費２,３２１万５,０００円、２款施設費は、燃料費及び修繕料等１,９０５万８,０００円、

３款公債費は、船舶建造及び待合所建築に係る償還金元金及び償還金利子６１１万６,０００円

であります。 

 今後も、船舶及び施設等については、利用者のニーズを踏まえ、適切で安全な事業の遂行を望

むものであります。 

 以上、本委員会に付託されました認定第６号については、慎重に審査し採決した結果、賛成多

数により原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（初村 久苹君）  厚生常任委員長、小田昭人君。 

○議員（１２番 小田 昭人君）  次に、厚生常任委員会の審査報告を行います。 

 令和３年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託され、閉会中の継続審査としておりました案件は、認定第２号から認定第５号までの４件で

あります。その審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたしま

す。 

 本委員会は、１０月７日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、担当部長及び担当課長

の出席を求め、慎重に審査いたしました。 

 認定第２号、令和２年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入に係る決算

額は４億３,１５２万３,０００円で、歳出にかかる決算額は４億３,０３６万円であります。 

 歳出の１款総務費は、３億２,７０４万３,０００円で、会計年度任用職員報酬、職員の人件費、

診療所運営等に係る光熱水費、医療機器等の保守点検に係る委託料、医師派遣委託料及び公設民
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営診療所に対する運営費等補助金、２款医業費は、１億３３１万７,０００円で、医業用器具使

用料及び診療所で使用する医業用消耗品等が主なものとなっております。 

 認定第３号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、歳入に

係る決算額は４５億２,２４６万１,０００円で、歳出に係る決算額は４４億９,６５７万２,０００円

であります。 

 歳出の１款総務費は、４,３９６万円で、電算処理システム運用手数料、国保システム改修業

務委託料、国保連合会負担金、会計年度任用職員人件費、納税組合事務取扱費交付金、過誤納還

付金及び還付加算金、２款保険給付費は、３１億６,４０６万３,０００円で、一般被保険者療養

給付費、療養費及び高額療養費、審査支払手数料、国保被保険者の出産に対し、１子につき

４２万円を上限に一時金として助成する出産育児一時金、及び国保被保険者の葬祭を行った者に

対し２万円を支給する葬祭費等、３款国民健康保険事業費納付金は、１２億２,６９８万

５,０００円で、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、及び介護納付金分負担分、５款保健事

業費は、５,３８９万１,０００円で、会計年度任用職員人件費、及び特定健康診査等委託料、

６款基金積立金は、７６７万３,０００円で財政調整基金積立金が主なものとなっております。 

 認定第４号、令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入に

係る決算額は３億８,８９６万７,０００円で、歳出に係る決算額は３億８,８５１万６,０００円

であります。 

 歳出の１款総務費は、２,７５２万９,０００円で、広域連合事務費負担金、職員人件費及び通

信運搬費、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、３億５,９１１万９,０００円で、保険基盤安

定負担金及び保険料納付金、３款諸支出金は、１８６万９,０００円で、死亡や転出等により過

納となった保険料の被保険者または法定相続人への還付金、一般会計繰出金が主なものとなって

おります。 

 認定第５号、令和２年度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、歳入に係る決

算額は３９億９,１６３万２,０００円で、歳出に係る決算額は３９億５７４万４,０００円であ

ります。 

 歳出の１款総務費は、８,１４３万９,０００円で、職員の人件費、保険料の通知等に係る通信

運搬費、介護認定審査会支援システム保守料、介護保険システム改修委託料、介護認定審査会委

員報酬、介護認定調査委託料及び介護保険事業計画策定委託料、２款保険給付費は３４億

６,６４７万円で、居宅介護サービス給付費負担金、特例介護サービス給付費負担金、居宅介護

予防サービス給付費負担金、審査支払手数料、高額介護サービス費負担金、高額医療合算介護

サービス費負担金及び特定入所者介護サービス費負担金、４款基金積立金は３,６１７万

８,０００円で介護給付費準備基金積立金、６款諸支出金は、７,１４８万４,０００円で、国
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費・県費精算返還金、一般会計繰出金、８款地域支援事業費は２億５,０１７万３,０００円で介

護予防・生活支援サービス事業負担金、介護予防団体助成金、つしまやまねこ体操の普及、及び

啓発に係る対馬市ケーブルテレビへの放送委託料、社会福祉協議会の生活支援コーディネーター

が地域の高齢者のニーズ等の把握やワークショップ等を実施し、地域主体で生活支援活動を行う

ための体制づくりに係る事業委託料、派遣職員給与費等負担金及び介護予防サービス計画作成委

託料が主なものとなっております。 

 なお、委員から、いづはら診療所について、平成２７年６月６日に、医師２名、看護師４名、

事務職員３名で通常の診療等を行いながら、医療機関に通うことが困難な方の自宅に医師や看護

師が訪問する在宅医療を行うことを目的として開院したはずであるが、現在はその在宅医療がさ

れていない。しかし、個人病院等が存在する厳原地域においても、地域の方々にとってなくては

ならない診療所であることから、地域に密着した医療機関として存在感を期待しているとの意見

がありました。 

 以上、本委員会に付託されました認定第２号から認定第５号までの４件については、慎重に審

査し採決した結果、いずれも賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（初村 久苹君）  産業建設常任委員長、春田新一君。 

○議員（１０番 春田 新一君）  それでは、続きまして産業建設常任委員会の審査報告をいたし

ます。 

 令和３年第３回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条第１項の規定により本委員会に

付託され、閉会中の継続審査としておりました認定第７号及び認定第８号の２件について、その

審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 本委員会は、１０月８日、対馬市役所豊玉庁舎３階大会議室において、全委員出席の下、水道

局長及び水道課長の出席を求め、慎重に審査をいたしました。 

 まず、認定第７号、令和２年度対馬市集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算の認定について、

１款１項１目下水道使用料は、集落排水処理施設の下水道使用料で、令和２年度末の加入件数は

６７件で、加入率は７５.２８％となっております。３款１項１目一般会計繰入金は、歳出総額

から歳入総額を差し引いた歳入不足分の繰入れを行っております。 

 次に、歳出について、１款１項１目一般管理費は、集落排水処理施設の下水道使用料徴収業務

委託料です。２款１項１目元金は下水道事業債の償還元金で、令和２年度末の未償還残高は１億

４,９０７万２,４３０円となっております。 

 次に、認定第８号、令和２年度対馬市水道事業会計決算の認定について、１款１項１目給水収

益は、令和２年度分の水道使用料で料金収納率は現年度分が９７.４５％、過年度分は５３.２５％
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となっております。２目その他営業収益は、量水器売却収益及び給水装置工事竣工検査手数料と

なっております。１款２項５目長期前受金戻入は、補助金及び一般会計負担金等で取得した償却

資産の減価償却見合い分を収益化したものです。６目資本費繰入収益は、企業債元金に対する一

般会計からの負担金となっております。 

 収益的支出について、１款１項１目配水及び給水費は、人件費及び水道施設の維持管理費が主

なものとなっております。５目その他営業費用は、貯蔵量水器を売却量水器へ振り替えた費用で

す。２項２目雑支出は、過年度分の水道料金の還付及び閉栓、漏水等による減額に係る費用とな

っております。 

 資本的収入について、１款１項１目企業債及び２項１目簡易水道国庫補助金は、中央地区簡易

水道と三根地区簡易水道基幹改良事業に伴う企業債及び国庫補助金であります。４項１目補償金

は、市道改良、河川整備に伴う水道施設の補償工事に対する補償費となっております。 

 資本的支出について、１款１項１目営業設備費は、ポンプなど備品購入費が主なものでありま

す。２目施設整備費は、各水道施設の整備費が主なものであります。３目簡易水道整備工事費は、

中央地区簡易水道及び三根地区簡易水道基幹改良事業に係る事業費となっております。２項１目

企業債償還金は企業債元金償還金で、令和２年度末の未償還残高は３４億９,６７２万４,８８０円

となっております。 

 委員からの意見として、水道メーターのデジタル化をして一括管理できる計画を進めてほしい。

また、令和２年度に美津島町の東簡水の一部及び豊玉町の仁位簡水の一部で一時断水事案があっ

たと聞いているが、原因を究明し、その解決策を検討してほしい等の意見がありました。 

 以上、本委員会に付託されました認定第７号及び認定第８号の２件については、慎重に審査し

採決した結果、いずれも賛成多数により原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（初村 久苹君）  以上で、３常任委員長の報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、総務文教常任委員長報告に対する質疑はありませんか。１３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  認定の６号について、少しお尋ねしたいと思いますが、この中

で、採決した結果、賛成多数ということで、採決がなされているようでありますが、この数字を

見ますと、歳出から表してありますが、歳出に対して、この事業の売上げです。こういった中身

をしっかり協議なされたと思うんですが、この路線は赤字航路ということは、どの方も理解して

おると思いますが、私が委員長にお尋ねしたいのは、この中で、まず、委員の方々がこの数字を

見たときに、何も話はなかったのか、それ一点、そこを教えてくれませんか。 

○議長（初村 久苹君）  総務文教常任委員長、上野洋次郎君。 
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○議員（１５番 上野 洋次郎君）  この資料を見て、委員会で何もなかったかという質問ですけ

れども、そのとおりであります。 

 皆さんも、この審議の中で収入が減ったのは、やっぱりコロナの影響が大きかったと、それが

第一です。そういうことを踏まえて、もうそれは仕方ないと。そして、もともとこの路線は赤字

路線ですから、そういうことを踏まえて、議会としても、やっぱりこの豊玉地区としては、この

豊玉地区を含めて、この路線は絶対必要だということで、議会でもずっと、いろいろこのことは

認定されております。ですから、委員会ではそういう話はありませんでした。 

○議長（初村 久苹君）  １３番、波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  分かりました。赤字路線であるので、議会としてもそういうふ

うな方向は理解しておるはずという委員長の報告でありますよね。 

 そういう中で、私がお願いしたいのは、この赤字路線の、もともとこの船を造るときに、皆さ

んも御承知とは思いますが、この寄港地だけじゃなくて、いろんな観光に特化した、有効利用す

るというような話も、当時なされたと思うんですが、その部分はあったのかなかったのかです。

今、言わはるように、企画はするけども、コロナの状況でそういったことができなかったものな

のか、そういったふうな話が一点と、赤字路線だからそのままやると。 

 要するに、地域住民の足の話をしてありますよね。要するに、船にしてもバスにしても、それ

から住民を中心とした生活しやすい場所をつくってやらないといけないということが建前と思っ

ております。 

 そういった中でも、人口減に伴って、自然と減ってくるということは、もう想定されるじゃな

いですか。だから、そういったことを議会の委員会として、方向性の話といいますか、それを廃

線にするとかという話をしているわけじゃないんですよね。 

 だから、状況をしっかり分析した上で、今、委員長報告ではコロナの影響で客が減ったんだと

いうことだけなのか、陸上にも補助しながら海上にも補助しながら、どちらにもやるということ

が、我々チェック側としたら、もう少し検討すべき点もあったんじゃないかなと思いましたので、

中身を聞いた次第です。 

 決して、それを批判するつもりはありません。だから、ここで話をしたいのは、赤字路線なら

赤字路線でいいんです。しかし、そこにどう対策を打っていくかということが我々の仕事じゃな

かろうかと思っておりますので、またそういう機会があったら、何とかそこら辺もお願いしたい

なと思って質疑しております。よろしくお願いしておきます。 

○議長（初村 久苹君）  答弁はいいですか。癩癩９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  今、コロナで利用者が減ったからという話もあったんですが、そ

れはもう微々たるものですよね。はっきり言って、事業収入で入ってきている金額が１００万円
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に満たない金額で、事業全体の費用が５,０００万円近くかかっているわけです。半分は、国・

県からの補助金ということで半分が市ということですが、その市が出している分についても、後

から特交等で入ってくるということは十分理解はできるんですが、これだけの事業収入しかない

中で、これをこのまま続けていくのかどうかということは、今、船を購入したり桟橋をやりかえ

たりして、その借金もまだ残っていますし、返していかなきゃいけない分、今、もしやめたとし

たら、その分を返戻しなきゃいけない部分も出てくると思います。 

 ただし今後、やっぱり新船を購入するとか、そういう場合が出てきた場合には、本当にこの船

によるその交通弱者の対策をそのまま続けていくのかどうなのかということは、しっかり議会の

中でもやっていかなければいけないと思うんです。 

 ですから、今の波田議員の質問、ごもっともだと思いますし、私も今すぐやめろとは言いませ

んが、どこかで見切りをつけなければいけないところが出てくると思うんです。それの準備をし

っかりしておくことが、行政側にも、それから行政がそういう動きをしているのかということに

ついて、議会のほうもしっかり毎回審査をしていくことは必要だと思いますので、今後ともそう

いう視点で、委員会でもこの予算決算については、この特別会計ですので、私たち、ほかの委員

はなかなか関われることができませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（初村 久苹君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  次に、厚生常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  次に、産業建設常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 これから、認定第２号から認定第８号までの７件に対する討論、採決を一括して行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。この採決は起立によって行います。 

 ７件に対する各委員長の報告は、いずれも認定とするものです。 

 お諮りします。認定第２号、令和２年度対馬市診療所特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第３号、令和２年度対馬市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号、

令和２年度対馬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号、令和２年

度対馬市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号、令和２年度対馬市旅客定

期航路事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第７号、令和２年度対馬市集落排水処理
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施設特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第８号、令和２年度対馬市水道事業会計決算の

認定についての７件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。１３番、

波田政和君。 

○議員（１３番 波田 政和君）  すいません。今、一括はいいんですけども、質疑がありました

よね。一括でされると、全部立つのか、その分だけ立たないのかというものが出てくるじゃない

ですか。 

 だから、口述は分かりますけれども、何かがそういうものがあったときは変えていただかない

と、全部を否定したようになりますよ。分かりますか、言いよることが。 

○議長（初村 久苹君）  はい、分かります。 

○議員（１３番 波田 政和君）  そこ、しっかりしてくださいよ、もう少し。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  そしたら、ちょっと休憩します。 

午前11時19分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時21分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 一括との意見が出ておりますが、一括でよろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  そしたら、認定第２号から認定第８号の７件は、委員長報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（初村 久苹君）  起立多数です。認定第２号から認定第８号までの７件は、委員長報告の

とおり認定することに決定しました。 

 暫時休憩します。１１時４０分から再開します。 

午前11時22分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時39分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１６．承認第１４号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１６、承認第１４号、専決処分の承認を求めることについて、令

和３年度対馬市一般会計補正予算（第８号）を議題とします。 
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 提案理由の説明を求めます。総務課長、桐谷和孝君。 

○総務課長（桐谷 和孝君）  ただいま議題となりました承認第１４号、専決処分の承認を求める

ことについて、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 本案は、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第８号）を、去る９月３０日付で地方自治法第

１７９条第１項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものでございます。 

 この補正は、創業等支援事業補助金の追加と、新型コロナウイルス感染症に係る事業、及び本

年９月１７日に本市に最接近いたしました台風第１４号により発生した災害に係る応急措置経費

等を計上したものでございます。 

 予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条第１項、歳入歳出予算の補正でございますが、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第

８号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,２７０万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３５億５,５４４万９,０００円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるものとするも

のでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について御説明いたします。８ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１１款地方交付税は普通交付税６,２２６万２,０００円を追加し

ております。１５款国庫支出金２項国庫補助金は、地方創生推進交付金４５０万円を減額してお

ります。１６款県支出金２項県補助金は、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金１,５３４万

７,０００円を、事業継続支援給付事業補助金１,９５９万６,０００円をそれぞれ追加しており

ます。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。１０ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費は、創業等支援事業補助金９４１万７,０００円を追加しておりま

す。 

 ７款商工費１項商工費は、長崎県独自の緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点措置の発令に

より、事業収入が大きく減少した市内事業者に対する事業継続支援給付金３,７００万円及び給

付に係る事務費１０９万６,０００円を計上しております。 

 １１款災害復旧費は、農林水産施設災害復旧費２,７２１万円、公共土木施設災害復旧費

１,４７０万円、その他の災害復旧費３２８万２,０００円をそれぞれ計上しております。 

 なお、新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援給付金及び災害復旧費につきましては、

別途、参考資料をタブレットに掲載しておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いい
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たします。 

 以上、簡単ではございますが提案理由の説明を終わります。御審議の上、御承認賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、討論、採決を行います。 

 承認第１４号、専決処分の承認を求めることについて、令和３年度対馬市一般会計補正予算

（第８号）について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり承認することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１７．議案第５１号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１７、議案第５１号、令和３年度対馬市一般会計補正予算（第

９号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長、桐谷和孝君。 

○総務課長（桐谷 和孝君）  ただいま議題となりました議案第５１号、令和３年度対馬市一般会

計補正予算（第９号）について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、新型コロナワクチン接種事業費の増額、今年９月１７日に本市に最接近した台

風第１４号に係る災害復旧費の計上、今年度の人事異動等に伴う職員人件費の補正などが主なも

のでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項、歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億７,７５１万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３７億３,２９６万２,０００円
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とするものでございます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、４ページから６ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでご

ざいます。 

 第２条、継続費の補正は、継続費の変更を８ページ、９ページの「第２表継続費補正」による

とし、厳美清華苑施設改修事業に係る継続費を３億９,１８４万８,０００円に増額し、事業期間

及び年割り額の変更をするもの、及び湯多里ランドつしま機械設備改修事業に係る継続費の年割

り額を変更するものでございます。 

 第３条、債務負担行為の補正は、債務負担行為の追加を８ページ、９ページの「第３表債務負

担行為補正」によるとするものでございます。 

 第４条、地方債の補正は、地方債の変更を８ページ、９ページの「第４表地方債補正」による

とし、地方債の限度額を３４億５,０４０万円とするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、その主なものを御説明いたします。１４ページをお

願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款市税は１項市民税に１億円を追加しております。 

 １０款地方特例交付金は、２項に新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補痾特別交付金

６,０７０万７,０００円を計上しております。 

 １５款国庫支出金でございますが、１項国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策

費負担金１,８２１万６,０００円の追加、公共土木施設災害復旧費負担金９,１２０万円の増額

が主なものでございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 ２項国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、離島活性化交付金、

特定有人国境離島地域社会維持推進交付金の追加、及び減額などを合わせまして、総額で

９,４６１万６,０００円を増額しております。 

 １８ページをお願いいたします。 

 １６款県支出金２項県補助金は、補助対象事業費の増減などに合わせて、総額で６,７８７万

１,０００円を増額しております。 

 １９款繰入金でございますが、１項特別会計繰入金は、介護保険特別会計に対する昨年度繰出

金の精算による繰入金４４９万９,０００円を計上しております。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 ２項基金繰入金は、財源調整により財政調整基金繰入金を３億５,６３７万６,０００円減額し

ております。 
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 ２１款諸収入５項雑入は、総合賠償保険金、前年度障害者医療費、福祉医療費などに係る国・

県費の精算交付金など雑入の追加と、使用済自動車等海上輸送費補助金の追加でございます。 

 ２２款市債は、各種事業費の増減に合わせて総額で５,５６０万円を増額しております。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 今回の予算について、職員人件費の補正を行っていますが、詳細な説明につきましては省略さ

せていただきます。 

 ２款総務費１項総務管理費は、２４ページをお願いいたします。 

 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金５００万円の減、わがまち元気創出支援事業補助

金３６９万８,０００円の減。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費は、固定資産適正化業務委託料１０６万７,０００円の追加、過誤納還付金及び還

付加算金１００万円の追加。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 ５項統計調査費は、地籍調査事業費の組替えなどでございます。 

 ３款民生費１項社会福祉費は、学習支援扶助費２０５万円の追加。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 国民健康保険特別会計繰出金１１５万３,０００円の追加、介護保険特別会計及び後期高齢者

医療特別会計繰出金、合計６７５万２,０００円の減、２項児童福祉費はシステム改修委託料

３２５万６,０００円の計上。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 国費及び県費精算返還金、合計１,７６９万６,０００円の計上、放課後児童健全育成事業委託

料３７３万５,０００円の追加、３項生活保護費は扶助費の組替えなどでございます。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費は、水道事業負担金３３７万円の減、診療所特別会計繰出金

１７３万３,０００円の減、新型コロナウイルス感染症に係る予防費、合計２,２４２万７,０００円

の増。 

 ２項清掃費は、３６ページをお願いいたします。 

 使用済自動車等海上輸送費補助金３０６万３,０００円の追加、厳美清華苑施設改修事業費

１,６６０万８,０００円の増額などでございます。 

 ６款農林水産業費１項農業費は、３８ページをお願いいたします。 

 有害鳥獣捕獲補助金５,９４４万円の追加、農業者一時支援金１８０万円の減、２項林業費は

間伐等作業委託料１,７９６万４,０００円の減、大船越地区自然災害防止工事費４５０万円の計
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上。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 林業者一時支援金８３０万円の減、離島輸送コスト助成事業補助金２,３１５万６,０００円の

追加。 

 ３項水産業費は、水産業者一時支援金１,２２０万円の減、活魚・鮮魚等輸送コスト助成事業

補助金３,５２２万円の追加、漁業用燃油高騰対策事業補助金１,０００万円の追加などでござい

ます。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 ７款商工費１項商工費は、商工業者等一時支援金３,３６１万円の減。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 全国交流大会開催業務委託料８２９万５,０００円の減、湯多里ランドつしま機械設備改修

１,８２０万円の追加などでございます。 

 ８款土木費２項道路橋りょう費は、道路維持費７８０万円の増。 

 ４６ページをお願いいたします。 

 道路新設改良費及び橋りょう費の事業費組替え、５項都市計画費は４８ページをお願いいたし

ます。 

 用地購入費１,６２４万９,０００円の追加。 

 ６項住宅費は、公営住宅等ストック総合改善事業費５４２万１,０００円の減などでございま

す。 

 ９款消防費１項消防費は、５０ページをお願いいたします。 

 消耗品費、機械器具費の追加、消火栓設置負担金の減などでございます。 

 １０款教育費は、各種教育施設の維持管理費の追加や博物館費の増額が主なものでございます。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 １１款災害復旧費は台風第１４号に係る災害復旧費を追加計上しております。 

 なお、６０ページから６３ページにかけて、補正予算給与費明細書を添えてございますので、

御参照方よろしくお願いいたします。 

 また、新型コロナワクチン接種事業、災害復旧事業につきましては、別途、参考資料をタブレ

ットに掲載しておりますので、後ほど御参照ください。 

 簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御

決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、島居真吾君。 
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○議員（４番 島居 真吾君）  すいません。２４ページの市民協働推進費、これについて、ちょ

っと詳しく教えてもらえますか。 

○議長（初村 久苹君）  しまづくり推進部長、伊賀敏治君。 

○しまづくり推進部長（伊賀 敏治君）  お答えいたします。 

 これは、わがまち元気創出支援事業という事業でございまして、地域の方、地域の活性化につ

ながるような事業、清掃であったりとか、そういった部分で申請をいただいて、審査会で審査し

て交付決定するというような事業でありますけれども、今年度の採択、審査会は全部で、多分

３回ぐらいあったと思うんですけれども、その審査の結果、予算が余った分については減額とい

うことにしております。 

 以上です。 

○議長（初村 久苹君）  いいですか。癩癩ほかにありませんか。１１番、小島德重君。 

○議員（１１番 小島 德重君）  ４点お尋ねします。 

 まず、２８ページの民生費、学習支援扶助費の２０５万円の追加がどういう内容か説明をお願

いします。 

 それから、３３ページ、放課後児童健全育成事業委託料の追加、これが３７３万円ですか、こ

れの内容。 

 それから、３８ページ、間伐等作業委託料の減、１,７９６万円ですか、これの内容。 

 それから、４２ページ、ごめんなさい。今の３点で結構です。３点説明をお願いします。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  小島議員の質問にお答えいたします。 

 まず、２８ページ、学習支援事業補助金の追加ですけれども、実績に基づいた追加をさせてい

ただいております。 

 次に、３３ページの放課後児童健全育成事業委託追加及び地域子育て支援拠点事業委託でござ

いますけれども、県の基準単価が変わったことによる増額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  農林水産部長、黒岩慶有君。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  林業振興費の委託料、間伐等作業委託料の減について御説明い

たします。 

 これにつきましては、市有林の実態を熟知しております対馬森林組合に森林経営の委託を今年

から１５年間かけてお願いをいたしまして、遅れております間伐の促進につなげていきたいとい

ったことにしております。 

 以上でございます。 
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○議長（初村 久苹君）  ほかに質疑ありませんか。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  私も、その間伐等作業委託料減についてなんですが、事業内容は、

今、説明で分かったんですけど、やろうとしていた、これ、全金額が削減になっているんですよ

ね、これ。そうですよね。計画していた予算を全て減になっているんですよね、これ。 

 ということは、やれなかったということなので、予算書に出してきた以上、なぜできなかった

かという理由は説明が必要だと思うんですが、お願いします。 

○議長（初村 久苹君）  農林水産部長、黒岩慶有君。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  お答えいたします。 

 今年度、１,７９６万４,０００円を計上いたしておりましたが、森林組合に委託することによ

りまして、そこで出てきます、搬出します素材、間伐材、それを売払いまで森林組合に委託しま

して、その販売額の中で森林組合が施業をしていただくと。そして、余った分については市のほ

うに返していただくと、そういった仕組みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（初村 久苹君）  ９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  いや、私が聞いているのは、その事業内容はある程度理解できま

したと。この金額が、もともと予算計上していた金額を全額減額になっているわけですよね。と

いうことは、それができなかったということでしょうから、いろんな事情があるかとは思うんで

すが、なぜ、これが全額減額になっているのかということをお聞きしたいんです。 

 計上した以上はこういう計画で、こういう事業をやろうと思っていたはずなのが、できなかっ

たから全額減額になっているわけですよね。次年度以上続くから、もう続けていこうと思ってい

らっしゃるのかもしれませんけど、今年度できなかった理由を、一応、検証していらっしゃるは

ずなんです。だから、そこをお聞きしますということなんです。 

○議長（初村 久苹君）  農林水産部長、黒岩慶有君。 

○農林水産部長（黒岩 慶有君）  販売額と相殺するという考えにしておりますので、当初予算で

は市のほうが委託料を組んで委託を出すじゃなくて、今回は、その山の施業を委託することによ

って、そこで生まれてくる間伐材の販売額です。収益が生じますので、その販売額の中で経営を

していただくということですから、もともと予定していたことは、もうそのまま施業できると。

（「休憩いいですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（初村 久苹君）  休憩します。 

午後０時07分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時10分再開 
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○議長（初村 久苹君）  再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

 昼食休憩といたします。再開を１時１０分からといたします。 

午後０時11分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時10分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１８．議案第５２号 

日程第１９．議案第５３号 

日程第２０．議案第５４号 

日程第２１．議案第５５号 

日程第２２．議案第５６号 

日程第２３．議案第５７号 

○議長（初村 久苹君）  日程第１８、議案第５２号、令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算

（第２号）から、日程第２３、議案第５７号、令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第

１号）までの６件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。健康づくり推進部長、松井惠夫君。 

○健康づくり推進部長（松井 惠夫君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第

５２号、令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）につきまして、その提案理由を御

説明いたします。 

 今回の補正予算は、職員の人事異動による人件費の調整及び育児休業職員の代替月額会計年度

任用職員報酬の減額が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによることを規定

し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７３万

３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６,２７８万７,０００円と

するものでございます。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
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の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでご

ざいます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容につきまして御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、予算書は８ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を１７３万３,０００円減額しており

ます。 

 次に、歳出について御説明させていただきます。 

 １款総務費１項施設管理費１目一般管理費１節報酬は、育児休業職員の代替月額会計年度任用

職員報酬を実績見込みにより３１１万９,０００円減額、職員の人事異動による人件費の調整等

として２節給料に１２４万５,０００円追加、３節職員手当等は８万９,０００円減額、４節共済

費は２３万円追加しております。 

 なお、１０ページから１１ページにかけまして給与費明細書を掲げておりますので御参照願い

ます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（初村 久苹君）  福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第５３号から

議案第５５号につきましては福祉保険部所管でございますので、その提案理由と内容について御

説明申し上げます。 

 まず、議案第５３号、令和３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございま

すが、今回の補正予算の主なものは、歳入において、保険給付費等交付金及び基金繰入金の増額、

歳出では高額療養費の増額が主なものでございます。 

 補正予算書の３ページをお願いします。 

 令和３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによること

を規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,９６８万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億６,７９８万

４,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもの

でございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして主なものを御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、予算書は８ページから９ページをお願いします。 
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 ４款県支出金は、保険給付費の増加による交付金の追加でございます。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金は、納税組合事務取扱費交付金及び月額会計年度任用職員報酬の

追加分を一般会計より繰り入れるものでございます。 

 ２項基金繰入金は、財政調整基金繰入金の増額でございます。 

 次に、歳出でございますが、１０ページから１１ページをお願いします。 

 ２款保険給付費は、高額療養費の対象者の増加による追加でございます。 

 ８款諸支出金は、保険給付費等交付金償還金を追加計上いたしております。 

 なお、１２ページから１３ページにかけて補正予算給与費明細書を添付しておりますので、御

参照願います。 

 続きまして、議案第５４号、令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

つきまして、御説明申し上げます。 

 今回の補正は、人件費の減額が主なものでございます。補正予算書の３ページをお願いします。 

 令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるこ

とを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２２５万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９,５８７万

５,０００円とするものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもの

でございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして、予算書は８ページから９ページをお願いします。 

 歳入歳出それぞれ職員の人事異動に伴う人件費の調整をいたしております。 

 なお、１０ページから１１ページにかけて補正予算給与費明細書を添付していますので、御参

照願います。 

 最後に、議案第５５号、令和３年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、

御説明申し上げます。 

 今回の補正は、人件費の減額及び令和２年度介護保険事業の精算に係る返還金追加が主なもの

でございます。 

 補正予算書の３ページをお願いします。 

 令和３年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによることを規

定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１０３万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４１億３,１９９万１,０００円

とするものでございます。 
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 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、４ページから５ページにかけての「第１表歳入歳出予算補正」によるとするもの

でございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内訳につきまして、主なものを御説明申し上げます。 

 まず、歳入でございますが、予算書は８ページから９ページをお願いします。 

 ３款国庫支出金は、特別調整交付金の追加及び地域支援事業に係る保険者機能強化推進交付金

及び介護保険保険者努力支援交付金の決定に伴う計上でございます。 

 ７款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計からの人件費及び事務費の繰入金を減額いたしてお

ります。 

 次に、歳出でございますが、予算書は１０ページから１１ページをお願いします。 

 １款総務費１項総務管理費は職員、３項介護認定審査会費は月額会計年度任用職員の人件費の

減額でございます。 

 ４款基金積立金は、介護給付費準備基金積立金の減額でございます。 

 ６款諸支出金１項償還金及び還付加算金は、過年度分の介護給付費等負担金の精算による国

費・県費に係る返還金の追加をいたしております。 

 ２項繰出金は、前年度精算に伴う一般会計への繰出金を計上しております。 

 予算書の１２ページから１３ページをお願いします。 

 ８款地域支援事業費は、職員及び月額会計年度任用職員の人件費の減額をいたしております。 

 なお、１４ページから１５ページにかけて補正予算給与費明細書を添付いたしておりますので、

御参照願います。 

 以上で、議案第５３号から議案第５５号までの提案理由の説明を終わります。御審議の上、御

決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  中対馬振興部長、波田安徳君。 

○中対馬振興部長（波田 安徳君）  ただいま一括議題となりました議案第５６号、令和３年度対

馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由と内容について御説明申

し上げます。 

 今回の補正は、報酬の追加が主なものでございます。 

 予算書の３ページをお願いいたします。 

 令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる

ことを規定し、歳入歳出予算の補正は、第１条第１項で歳入歳出の総額に３８万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,１３６万６,０００円とするものでございま

す。 
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 第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、４ページから５ページの「第１表歳入歳出予算補正」によるとするものでございます。 

 まず、歳入について御説明申し上げます。８ページから９ページをお願いいたします。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金の３８万７,０００円は、一般会計からの繰入金の追加でござい

ます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 １款総務費１項総務管理費の３８万７,０００円は、報酬、職員手当、共済費の追加及び減額

によるものでございます。 

 １０ページから１１ページに補正予算給与費明細書を添付しておりますので、御参照ください。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  水道局長、立花大功君。 

○水道局長（立花 大功君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第５７号、令和

３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、水道局所管でございますので、

提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、水道事業収益で営業収益と営業外収益の追加及び減額、水道事業費用で営業費

用と特別損失の追加及び減額、資本的収入の負担金及び補償金の減額、資本的支出の建設改良費

の減額が主なものでございます。 

 補正予算書３ページをお願いいたします。 

 第１条で、令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるこ

とを規定し、第２条で、対馬市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出予定額を次

のとおり改めるものでございます。 

 第１款水道事業収益第１項営業収益を１,０６０万円減額、第２項営業外収益を１,４１１万

４,０００円減額し、水道事業収益の総額を１１億１８９万１,０００円とし、第１款水道事業費

用第１項営業費用を１,０９４万３,０００円減額、第３項特別損失を２００万円減額し、水道事

業費用の総額を９億７,０１８万５,０００円とするものでございます。 

 第３条で、予算第４条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額３億

４,６９９万９,０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額２,３８４万１,０００円、当年度

分損益勘定留保資金２億２,３９５万１,０００円、減債積立金３,３１１万３,０００円、建設改

良積立金６,６０９万４,０００円で補てんするものとする。」に改め、第１款資本的収入第３項

負担金を５６７万８,０００円減額、第４項補償金を６８６万８,０００円減額し、資本的収入の

総額を２億９,６３６万１,０００円とし、第１款資本的支出第１項建設改良費を２,７１１万
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２,０００円減額し、資本的支出の総額を６億４,３３６万円に改めるものでございます。 

 第４条で、予算第８条中、職員給与費１億６,６８１万１,０００円を１億６,０８７万

５,０００円に改めるものでございます。 

 ８ページ、９ページに補正予算給与費明細書を搭載しておりますので御参照ください。 

 第５条で、予算第９条第１号中３,３５３万８,０００円を３,３４０万３,０００円に、第２号

中１,０９４万８,０００円を９０４万６,０００円に、第４号中８,９４６万７,０００円を

８,３７８万９,０００円に改めるものでございます。 

 それでは、補正の内容について御説明を申し上げます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 収益的収入でございますが、１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益の補正は、６月から

９月の夏季に当たる期間において、水道使用料の減少見込みにより１,１００万円の減額、２目

その他の営業収益で、新築などの水道管引込み工事竣工検査料４０万円の追加でございます。 

 ２項営業外収益２目加入金は、新規水道利用加入金７６万４,０００円の追加、３目雑収益は

共済金１１３万円の追加、４目他会計負担金は高料金対策などの一般会計負担金２０３万

７,０００円の減額、５目長期前受金戻入は工事負担金長期前受金戻入などで１,３９７万

１,０００円の減額でございます。 

 １０ページから１３ページとなります。 

 収益的支出でございますが、１款水道事業費用１項営業費用１目配水及び給水費の補正は、職

員の人件費及び不用となった施設維持費９８６万８,０００円の減額、２目総係費は人件費及び

不用となった管理費１２２万２,０００円の減額、３目減価償却費は構築物等の減価償却費とし

て１１５万３,０００円の減額、４目資産消耗費は１３０万円の追加でございます。 

 ３項特別損失１目過年度損益修正損は２００万円の減額でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １款資本的収入３項負担金１目他会計負担金は、一般会計からの工事負担金５６７万８,０００円

の減額、４項補償金１目補償金は、水道施設移転補償工事の延期及び縮小により６８６万

８,０００円の減額でございます。 

 次に、１款資本的支出１項建設改良費は、単独事業及び補償工事に対する不用額２,７１１万

２,０００円を減額するものでございます。 

 以上で、議案第５７号、令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）の提案理由の説明

を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。 

 まず、健康づくり推進部関係議案第５２号について質疑はありませんか。 



- 40 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  次に、福祉保険部関係議案第５３号から議案第５５号までの３件につい

て質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  次に、中対馬振興部関係議案第５６号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  次に、水道局関係議案第５７号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております６件は委員会への付託を省略したいと思いま

す。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。６件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから、各案ごとに討論、採決を行います。 

 議案第５２号、令和３年度対馬市診療所特別会計補正予算（第２号）について討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５３号、令和３年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について討論はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５４号、令和３年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５５号、令和３年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第２号）について討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５６号、令和３年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 議案第５７号、令和３年度対馬市水道事業会計補正予算（第１号）について討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２４．議案第５８号 

日程第２５．議案第５９号 

○議長（初村 久苹君）  日程第２４、議案第５８号、対馬市個人情報保護条例の一部を改正する

条例及び日程第２５、議案第５９号、対馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

の２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長、桐谷和孝君。 
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○総務課長（桐谷 和孝君）  ただいま一括議題となりました議案第５８号及び議案第５９号につ

きまして、その提案理由と内容について御説明いたします。 

 議案第５８号、対馬市個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。新旧対

照表の２ページを御覧ください。 

 令和３年９月の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改

正により、情報ネットワークシステムの設置、管理主体を「総務大臣」から「内閣総理大臣」へ、

また「第１９条第７号」を「第１９条第８号」へ、条文中の字句の整理等を行うものでございま

す。 

 なお、附則で、施行日を公布の日からとし、改正後の対馬市個人情報保護条例の規定は、令和

３年９月１日からとしております。 

 次に、議案第５９号、対馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。新旧対照表は３ページでございます。 

 押印義務等の見直しに係る国の技術的な助言を踏まえ、対馬市固定資産評価審査委員会の審査

手続における押印義務に関し、条文中の字句の整理等を行うものでございます。 

 主な改正内容でございますが、固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された土地・

家屋並びに償却資産の価格に不服がある場合は、当該委員会に審査の申し出をすることができま

すが、その申し出に際し、審査申し出人等の負担軽減及び利便性向上の観点から、当該審査申出

書及び口述書への押印を不要とするため、第４条中第４項を削除し、第８条中「押印」の字句を

削除するものでございます。併せて当該委員会の書記が作成する調書についても、事務の簡素化

を図るため、第７条、第９条及び第１０条中の「押印」の字句を削り、委員等の押印を不要とす

るものでございます。 

 なお、附則で、施行日を公布の日からとしております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第５８号及び議案第５９号につきまして、提案理由の説明

を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから２件について質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております２件は委員会への付託を省略したいと思いま

す。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。 
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 ただいま一括議題としております２件は委員会への付託を省略することに決定しました。 

 これから２件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第５８号、対馬市個人情報保護条例の一部を改正する条例について討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５９号、対馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．議案第６０号 

○議長（初村 久苹君）  日程第２６、議案第６０号、対馬市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、二宮照幸君。 

○市民生活部長（二宮 照幸君）  ただいま議題となりました議案第６０号は、市民生活部所管の

議案でありますので、その提案理由と内容につきまして、御説明申し上げます。 

 新旧対照表の５ページから２１ページを御参照願います。 

 今回の改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和４年４月１日から施行

されることに伴い、国民健康保険税条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正の主な内容について御説明いたします。 

 まず、国民健康保険に要する費用で、基礎分に係る所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等

割額の前に「基礎課税額」の文言を追加し、既定の明確化を図るための改正及び第２３条第２項

で２割軽減の対象者につきましては、申請により減額の判定を行い、適正でない場合は除外する

規定がありますが、この規定を廃止し、また、令和４年度の国民健康保険税の課税分から子育て

世帯の経済的負担を軽減するという観点から、小学校に入学するまでの未就学児の均等割額を
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１０分の５に軽減する措置が新設されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を令和４年１月１日といたしております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定いた

しました。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第６０号、対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２７．議案第６１号 

日程第２８．議案第６２号 

日程第２９．議案第６３号 

○議長（初村 久苹君）  日程第２７、議案第６１号、対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改

正する条例から日程第２９、議案第６３号、対馬市パークゴルフ場条例の一部を改正する条例ま

での３件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長、八島誠治君。 

○教育部長（八島 誠治君）  ただいま一括議題となりました議案第６１号から６３号は、教育委

員会所管の議案でございますので、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 初めに、議案第６１号、対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例でございますが、

新旧対照表２２ページを御覧ください。 
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 今回の改正は、令和４年３月末をもって佐須中学校が廃校となることに伴い、佐須学校給食共

同調理場の給食提供校が、金田小学校の１校のみとなることから、美津島学校給食共同調理場か

ら金田小学校へ給食を配送することとし、佐須学校給食共同調理場を廃止するものです。 

 また、仁田小学校、仁田中学校の給食を令和４年４月より峰学校給食共同調理場から配送する

こととし、仁田学校給食共同調理場を廃止するため、第２条の表中、佐須学校給食共同調理場の

項及び仁田学校給食共同調理場の項を削るものでございます。 

 また、峰学校給食共同調理場の地番の表記が「峰町佐賀６０８番１」となっておりましたので

「峰町佐賀６０８番地１」に訂正するものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を令和４年４月１日としております。 

 次に、議案第６２号、対馬市体育施設条例の一部を改正する条例についてでございますが、新

旧対照表２３ページを御覧ください。 

 今回の改正は、学校の統廃合により、令和４年３月末で廃校となります厳原町の佐須中学校体

育館及び豊玉町の南小学校体育館につきまして、それぞれ地区関係者の皆様より社会体育施設と

して活用したいとの要望がございましたので、別表第１中、対馬市厳原プールの項の次に「対馬

市佐須ふれあい体育館、対馬市厳原町小茂田３１６番地」を加え、対馬市塩浦体育館の項の次に、

「対馬市加志々体育館、対馬市豊玉町唐洲４２３番地」を加えるものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を令和４年４月１日としております。 

 次に、議案第６３号、対馬市パークゴルフ場条例の一部を改正する条例についてでございます

が、新旧対照表２４ページを御覧ください。 

 今回の改正は、パークゴルフ場の設置場所が美津島町盒知乙１１６８番１地先埋立地となって

おりますが、竣工認可により字の区域の変更があっておりますので、美津島町盒知乙１１６８番

地３に改正を行うものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を公布の日からとしております。 

 以上、簡単ですが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから３件について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております３件は、委員会への付託を省略したいと思い

ます。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。ただいま一括議題としております３件は委員会へ
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の付託を省略することに決定しました。 

 これから３件について各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第６１号、対馬市学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例について、討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６２号、対馬市体育施設条例の一部を改正する条例について、討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６３号、対馬市パークゴルフ場条例の一部を改正する条例について、討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３０．議案第６４号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３０、議案第６４号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。福祉保険部長、乙成一也君。 

○福祉保険部長（乙成 一也君）  ただいま議題となりました議案第６４号、対馬市国民健康保険

条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 新旧対照表の２５ページをお願いします。 

 今回の補正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行され、令和４年４月１日から
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産科医療補償制度の掛金が１万６,０００円から１万２,０００円に引き下げられることにより、

少子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金を現行の４０万４,０００円から４０万

８,０００円に引き上げ、出産育児一時金等の支給総額４２万円を維持するものでございます。 

 なお、附則において、令和４年１月１日から施行し、施行日前に出産した被保険者に係る対馬

市国民健康保険条例（第６条）の規定による出産育児一時金については、なお従前の例によると

しております。 

 以上で、議案第６４号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第６４号、対馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３１．議案第６５号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３１、議案第６５号、対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長、二宮照幸君。 

○市民生活部長（二宮 照幸君）  ただいま議題となりました議案第６５号は、市民生活部所管の

議案でありますので、その提案理由と内容につきまして御説明申し上げます。 

 新旧対照表の２６ページを御参照願います。 

 今回の改正は、関連する法令の名称が改称されたことに伴う文言の整理及び対馬市内の汚泥再
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生処理センターで製造される汚泥堆肥の提供について、これまで有償での販売としておりますが、

市民の皆様に更に広く御活用いただくため無償で提供することといたしたく、改正をお願いする

ものでございます。 

 主な改正の内容につきましては、第７条で、関連する法令、肥料取締法が令和２年１２月１日

から肥料の品質の確保等に関する法律に改称されたことに伴う改正、第７条及び第８条で汚泥堆

肥の販売に関する規定を無償で提供することとするための所要の改正でございます。 

 対馬市内の汚泥再生処理センターで製造される汚泥堆肥は、１２キログラム入りの袋で年間約

１万３,０００袋生産し、１袋１１０円の御負担をいただき、市民の皆様に御活用いただいてい

るところでございますが、さらに幅広く有効利用していただけるよう無償で提供することといた

したくお願いするものでございます。 

 なお、附則で、施行期日を令和４年４月１日といたしております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、厚生常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３２．議案第６６号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３２、議案第６６号、対馬市移住・定住促進住宅条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。しまづくり推進部長、伊賀敏治君。 

○しまづくり推進部長（伊賀 敏治君）  ただいま議題となりました議案第６６号、対馬市移住・

定住促進住宅の一部を改正する条例について、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 議案書は２１ページ、新旧対照表は２７ページをお願いします。 

 本議案の定住支援住宅は、移住・定住を促進するため、移住者向けに２年間、安価な使用料で

利用できる住宅として、平成２９年から運用しております。今回の改正は、使用料の算出方法を

明記し、新たに入居期間を延長した場合の使用料を延長する前の２倍に相当する額とするもので

す。 

 改正の目的は、定住支援住宅の入居期間は２年以内と定め、やむを得ないと認める場合に限り

３年を超えない範囲で延長することができると規則で定めておりますが、入居期間の延長事例が
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数多く見受けられることから、その抑制を図るため、延長時の使用料を改めることにより、入居

者には原則２年間という入居期間の意識づけを促し、新たな移住希望者のための定住支援住宅の

利用率向上を図りたいと考えております。 

 なお、附則といたしまして、施行日を令和４年１月１日としております。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 

 暫時休憩します。再開を２時２０分からといたします。 

午後２時05分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時18分再開 

○議長（初村 久苹君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３３．議案第６７号 

日程第３４．議案第６８号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３３、議案第６７号、対馬市厳原自動車教習場の指定管理者の指

定について及び日程第３４、議案第６８号、対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館の指定管

理者の指定についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長、桐谷和孝君。 

○総務課長（桐谷 和孝君）  ただいま一括議題となりました議案第６７号及び議案第６８号につ

きまして、その提案理由と内容について御説明いたします。 

 議案書の２３ページをお願いします。 

 議案第６７号、対馬市厳原自動車教習場の指定管理者の指定についてでございますが、市が設

置しております当教習場の管理運営につきましては、平成２９年４月１日から株式会社共立自動

車学校を指定管理者として管理運営を行っておりますが、令和４年３月３１日をもって指定管理

期間が満了となりますので、対馬市公の施設の指定手続等に関する条例第２条により公募を行っ

たところ、１団体からの申請がありました。指定管理者候補の選定につきましては、対馬市指定

管理者選定委員会により選定方法及び審査基準に沿って公正に審査した結果、募集要項の選定基
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準を満たし、かつ事業計画等の審査及びプレゼンテーション等の実施により、総合的に判断し、

安定した施設運営を提案された株式会社共立自動車学校を対馬市厳原自動車教習場の指定管理者

候補として選定いたしましたので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、指定管理者

として指定いたしたく、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、指定管理期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間といたしており

ます。 

 続きまして、議案書の２５ページをお願いいたします。 

 議案第６８号、対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館の指定管理者の指定についてでござ

います。本施設は、通称、半井桃水館として知られており、厳原町の中村に設置しております。

この施設の管理運営につきましては、平成２９年４月１日から特定非営利活動法人対馬郷宿を指

定管理者として管理運営を行っていますが、令和４年３月３１日をもって指定管理期間が満了と

なりますので、対馬市公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例第５条第１項第４号の公募

によらない候補者の選定等により、引き続き特定非営利活動法人対馬郷宿を指定管理者として指

定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 指定管理者候補の選定につきましては、当特定非営利活動法人対馬郷宿がまちづくりの推進等

の活性化を目指し、様々な活動及び事業を行い、地域住民と行政の協働を通した市民活動の定着

に寄与することを目的とした団体であり、対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館において、

主たる運営管理業務はもとより、市民が企画したイベント等を開催するなど堅実な運営がなされ

ております。対馬市指定管理者選定委員会により選定方法及び審査基準に沿って公正に審査した

結果、募集要項の選定基準を満たすと同時に、今後も当交流館を市民協働により運営することが

期待できることから、引き続き特定非営利活動法人対馬郷宿を指定管理者候補として選定をいた

しました。 

 なお、指定管理期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間といたしており

ます。 

 以上、議案第６７号及び議案第６８号につきまして、提案理由の説明を終わります。よろしく

御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから２件について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 ２件は、配付しております議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３５．議案第６９号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３５、議案第６９号、対馬市パークゴルフ場の指定管理者の指定

について、議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長、八島誠治君。 

○教育部長（八島 誠治君）  ただいま議題となりました議案第６９号は、教育委員会所管の議案

でございますので、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 対馬市パークゴルフ場は、平成２９年４月１日より社会福祉法人米寿会を指定管理者として管

理運営をしてきておりますが、令和４年３月３１日をもちまして、その指定管理期間が満了いた

します。対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第２条により公募を行ったとこ

ろ、１団体から申請がございました。選定の結果、指定管理者候補といたしまして対馬市美津島

町盒知乙５１１番地３、社会福祉法人米寿会を指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理者候補の選定に当たりましては、対馬市指定管理者選定委員会におきまして、事業計

画等の審査及びヒアリング等の聴取により総合的に判断し、公正に審査した結果、社会福祉法人

米寿会を指定管理者候補として選定をいたしました。 

 なお、指定管理期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間といたしており

ます。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、総務文教常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３６．議案第７０号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３６、議案第７０号、対馬市ファミリーパークの指定管理者の指

定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。中対馬振興部長、波田安徳君。 

○中対馬振興部長（波田 安徳君）  ただいま議題となりました議案第７０号、対馬市ファミリー

パークの指定管理者の指定について、提案理由と内容について御説明申し上げます。 
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 議案書の２９ページをお願いいたします。 

 対馬市ファミリーパークの管理運営につきましては、現在、社会福祉法人梅仁会を指定管理者

として管理運営を行っておりますが、令和４年３月３１日をもって期間が満了することから、対

馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第２条により公募を行ったところ、１団体

から申請がありました。選定の結果、指定管理者候補といたしまして社会福祉法人梅仁会を指定

管理者として指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 指定管理者候補の選定に当たりましては、対馬市指定管理者選定委員会におきまして、事業計

画等の審査及びヒアリング等により総合的に判断し、公正に審査した結果、決定したものでござ

います。 

 なお、指定管理期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間といたしており

ます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３７．議案第７１号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３７、議案第７１号、対馬市温泉施設の指定管理者の指定につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。上対馬振興部長、森山忠昭君。 

○上対馬振興部長（森山 忠昭君）  ただいま議題となりました議案第７１号、対馬市温泉施設の

指定管理者の指定について、その提案理由と内容を御説明いたします。議案書の３１ページをお

願いいたします。 

 本件は、渚の湯の管理運営につきまして、平成２９年４月より株式会社グリーンネットを指定

管理者として管理運営を行っておりますが、令和４年３月３１日をもってその期間が満了いたし

ますので、対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第２条により公募を行ったと

ころ、１団体からの申請がございました。選定の結果、指定管理者候補者といたしまして、対馬

市上対馬町西泊３９０番地、株式会社グリーンネットを指定管理者として指定いたしたく、地方
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自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 指定管理者候補の選定に当たりましては、対馬市指定管理者選定委員会におきまして、選定方

法及び審査基準に沿って公正に審査した結果、募集要項の選定基準を満たし、かつ事業計画等の

審査及びヒアリング等の聴取により総合的に判断し、安定した施設運営が託されるものとして、

株式会社グリーンネットを指定管理者候補として選定をいたしました。 

 なお、指定管理期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間といたしており

ます。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。９番、脇本啓喜君。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  ただいまの上対馬振興部長のほうから、指定管理審査した結果、

５年間の指定管理期間なんですが、安定した運営が見込まれるという形で説明があったと思うん

ですが、まあなかなか難しい説明だと思うんですが、この、まずは日韓関係の悪化、その後、コ

ロナの影響でなかなか温泉施設、利用者がそれほど、当時４０万人来てた頃に比べると減ってる

わけですよね。その中で、事業計画を立てること自体、なかなか難しいものを、この指定管理者

が悩みに悩んで出してこられたことだと思うんです。 

 今、確かに指定管理でこういうふうに契約を決めたんだということで、今、指定管理料とかも

決定はしてあると思うんですが、今のこういう事態を考えると、５年先というか、２年先、３年

先どころか来年も、今年もどうなるか分からないという状況で、指定管理料をがっちり決めてし

まうということはなかなか難しいというふうには思うんです。 

 確かに、今、ここで契約としては決めてるんですが、ある程度、融通を持った形になってるの

かどうか、それから前回、全員協議会の中でも、湯多里ランドの指定管理料を追加で出したとい

うこともあります。私は追加で出さなければいけないような事態だから、出すことについては全

然やぶさかではないです。ただし、そういう事態も想定した契約の内容になってるのか、どうな

のか。今回、また委員会資料等が出てきてないのでよく分かりません。なので、委員会の中でし

っかりとそのあたりを審査していただいて、今、この契約だからこれをずっと５年間、この指定

管理料は動かせないという形じゃなくて、何かこう融通性を持ったような形にできないか等、十

分審議をしていただけたらいいなと思いますが。 

 部長のほうの説明の中でも、安定した経営が、運営がなされるであろうというのもなかなかち

ょっと言葉が難しい中で、そういう言葉になったと思うんですが、以上のところ、まず、この詳

しい資料が出てきてないのでよく分からないですけど、そのあたりを十分審査していただくよう
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にお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  答弁はいいですか。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  何かあれば。 

○議長（初村 久苹君）  何かありますか。 

○議員（９番 脇本 啓喜君）  いいですよ。委員会でしっかり。 

○議長（初村 久苹君）  ないようでありますので、質疑なしと認めます。これで質疑を終わりま

す。 

 本件は配付しております議案審査付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３８．議案第７２号 

日程第３９．議案第７３号 

日程第４０．議案第７４号 

日程第４１．議案第７５号 

○議長（初村 久苹君）  日程第３８、議案第７２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について（鴨居瀬地区）から日程第４１、議案第７５号、あらたに生じた土地の確認及び字

の区域の変更について（伊奈地区）までの４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長、佐々木雅仁君。 

○建設部長（佐々木 雅仁君）  ただいま一括議題となりました議案第７２号から議案第７５号ま

では建設部所管の議案でございますので、続けて提案理由とその内容について御説明申し上げま

す。 

 議案第７２号から議案第７４号までは議案名が同じで、同地区内に対象工区がＡ工区からＣ工

区まで３工区ございますので、一括して御説明いたします。 

 議案書の３３ページをお願いいたします。 

 議案第７２号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について、鴨居瀬地区でござい

ますが、本議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、新たに生じた土地を確認し、同

法第２６０条第１項の規定により字の区域を変更するため議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 本件は旧美津島町が事業主体で施工しました赤島漁港整備事業に伴い、漁港施設用地として公

有水面の埋立てを行ったもので、この土地が新たに生じた土地であることを確認するとともに、

この区域を美津島町鴨居瀬字深浦に編入しようとするものでございます。 

 土地の位置につきましては、３５ページの位置図に、Ａ工区と表示している部分、３６ページ

と３７ページの字図及び求積平面図に着色表示している部分で、美津島町鴨居瀬字深浦５６４の
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１地先で、面積が５６.６３平方メートルの土地でございます。 

 ３９ページをお願いします。次に、議案第７３号でございますが、４１ページの位置図にＢ工区

として表示している部分、４２ページと４３ページの字図及び求積平面図に着色表示している部分

で、美津島町鴨居瀬字深浦５６７の１から５６７の１６に至る地先で、面積が１,５３８.６４平方

メートルの土地でございます。 

 ４５ページをお願いいたします。 

 次に、議案第７４号でございますが、４７ページの位置図にＣ工区と表示している部分、

４８ページと４９ページの字図及び求積平面図に着色表示している部分で、美津島町鴨居瀬字深

浦５６４の１に隣接する埋立地から５６４の７に至る地先で、面積が７７４.７６平方メートル

の土地でございます。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 次に、議案第７５号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（伊奈地区）で

ございますが、本議案は地方自治法第９条の５第１項の規定により、新たに生じた土地を確認し、

同法第２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するため議会の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 本件は、長崎県が施工しました伊奈漁港整備事業に伴い、漁港施設用地として公有水面の埋立

てを行ったもので、この土地が新たに生じた土地であることを確認するとともに、この区域を上

県町伊奈字脇田に編入しようとするものでございます。 

 土地の位置につきましては、５３ページの位置図に赤色で表示している部分、５４ページと

５５ページの字図及び求積平面図に着色表示している部分で、上県町伊奈字脇田１５８４の

１０及び１５８４の１１地先で、面積が１７９.３６平方メートルの土地でございます。 

 以上で、議案第７２号から議案第７５号の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから４件について一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております４件は、委員会への付託を省略したいと思い

ます。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。４件につきまして、委員会への付託を省略するこ

とに決定しました。 
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 これから４件について、一括して討論、採決を行います。 

 議案第７２号、議案第７３号、議案第７４号及び議案第７５号、あらたに生じた土地の確認及

び字の区域の変更について、鴨居瀬地区３件、伊奈地区１件について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。４件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。４件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４２．議案第７６号 

○議長（初村 久苹君）  日程第４２、議案第７６号、漁港区域内公有水面の埋立てについて（根

緒漁港）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長、佐々木雅仁君。 

○建設部長（佐々木 雅仁君）  ただいま議題となりました議案第７６号について、提案理由とそ

の内容について御説明申し上げます。 

 議案書の５７ページをお願いいたします。 

 議案第７６号、漁港区域内公有水面の埋立てについて（根緒漁港）でございますが、本議案は

根緒漁港水産生産基盤整備工事に伴う公有水面埋立て免許の出願に係る意見について、異議のな

い旨、長崎県知事に答申するため、公有水面埋立法第３条第４項の規定により、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 埋立ての必要性につきましては、６０ページの埋立て必要理由書のとおり、根緒漁港は近隣に

好漁場を有し、地区の大半が漁業に従事しており、地元漁民の漁業基地として大きな役割を果た

しているところであります。 

 しかしながら、近年、大型化する利用船舶に対し、既存船揚げ場斜路先端部の水深及び利用延

長の不足により、船舶の補修作業等に支障をきたしている状況であります。このような状況を改

善するため、係留施設として船揚げ場１５.０メートルを整備するため埋立て申請を出願するも

のであります。 

 なお、埋立て区域につきましては、６２ページと６３ページの位置図及び平面図に赤色で表示

している部分で、埋立て面積は１８８.７３平方メートルでございます。 

 以上、議案第７６号の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第７６号、漁港区域内公有水面の埋立てについて（根緒漁港）について、討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４３．発委第２号 

○議長（初村 久苹君）  日程第４３、発委第２号、対馬市議会委員会条例及び対馬市議会政務活

動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。議会運営委員長、船越洋一君。 

○議員（８番 船越 洋一君）  ただいま議題となりました発委第２号、対馬市議会委員会条例及

び対馬市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を説明し

ます。 

 提案理由。押印義務等の見直しに係る国の技術的な助言を踏まえ、対馬市議会委員会条例にお

いて、規定されている委員会の記録及び対馬市議会政務活動費の交付に関する条例の政務活動費

収支報告書の様式から押印を不要とする旨の改正を行おうとするものであります。 

 改正部分につきましては、配付の新旧対照表を御参照ください。 

 なお、附則で、この規則は公布の日から施行すると定めております。 

 以上が、発委第２号の提案理由の説明でございます。審議の上、御決定いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

○議長（初村 久苹君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。 

 発委第２号、対馬市議会委員会条例及び対馬市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改

正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（初村 久苹君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（初村 久苹君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。明日は、午前１０時から

会派代表質問を行います。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

午後２時52分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 

 


